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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体加入者の位置を監視する方法であって、
　移動体加入者が現在位置しているセルの位置データをインテリジェントネットワーク（
ＩＮ）サーバ（２）を介して、インターネットＷｅｂサーバ（４）に送るステップと、
　前記位置データを前記Ｗｅｂサーバで編集するステップと、
　前記位置データをＷｅｂページ（５）で提示するステップを有し、
　ＩＮサーバは、ＷｅｂページにアクセスするためにＩＤとパスワードを指定し、
　移動体加入者または許可された人が、ＩＮサーバへのＩＮコール中に、一続きの数字を
ダイヤルすることによって、ＩＤとパスワードを変更できる、方法。
【請求項２】
　位置データは、地図を背景にした道筋上の点（７）として提示される、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　Ｗｅｂサーバ（４）による位置データの表示は、ＩＮコールによって活動化および非活
動化される、請求項１または２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
　Ｗｅｂページ（５）は、ユーザの特定のサークルに対してのみアクセス可能である、請
求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
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　移動体加入者または許可された人が、ＩＤまたはパスワードを指定することによって、
ユーザのサークルを確定する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の方法を実行するインテリジェントネットワーク
（ＩＮ）サーバ（２）であって、
　移動体加入者が現在位置するセルの位置データを確定する第１手段と、
　位置データをＷｅｂサーバ（４）に送る第２手段とを特徴とするインテリジェントネッ
トワーク（ＩＮ）サーバ。
【請求項７】
　信号をＷｅｂサーバ（４）に供給する活動化／非活動化手段を特徴とする請求項６に記
載のインテリジェントネットワーク（ＩＮ）サーバ。
【請求項８】
　ＩＤ／パスワードを受け取り、Ｗｅｂページ（５）に関連付けられたアクセス制御機構
へそれを送る、第３の手段を特徴とする請求項６または７に記載のインテリジェントネッ
トワーク（ＩＮ）サーバ（２）。
【請求項９】
　請求項６から８のいずれか一項に記載のインテリジェントネットワーク（ＩＮ）サーバ
（２）を使用する、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法を実行するＷｅｂサーバ
（４）であって、受け取った位置データを特に図形的に編集し、編集された位置データを
表示するための、インターネットの特定のＷｅｂページ（５）を選択する手段を特徴とす
るＷｅｂサーバ。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体加入者の位置を監視する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
運送業者および他の移動サービス業者にとって、車両の位置および出先従業員の場所を確
定し、追跡することはたいへん重要である。このことにより、追跡システムの開発が行わ
れている。そのようなシステムの移動体の部分は、本質的に２つの構成要素からなってい
る。ＧＰＳ受信機（ＧＰＳ＝Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：全世界測
位システム）によって、現在の位置が、人工衛星を使用して確定される。無線システムが
、車両位置を監視しているセンタへの位置データの伝送を確保する。これらのシステムの
欠点は、費用が高くつくことおよび設備の大きさと重量が大きいことである。そのような
追跡設備は、大規模通運業者にのみ利益となる。個人が使用する場合、例えば個人の車両
においてはこの追跡設備は高価すぎる。設備の大きさと重量のゆえに、車両の外で使用、
つまり車両の外の人を追跡することは不可能である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、上記の欠点を解消し、精度要件が高くない車両や人の追跡を極めて低価
格で行うことを可能にする方法を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、請求項１の特徴により達成される。移動体無線ネットワークの一構成要素は特
定の移動体加入者が現在ネットワークのどのセルにいるかを確定する。これは、いずれの
移動体無線ネットワークにおいても基本的な機能である。このことには、それぞれの端末
の電源が入っており、ネットワーク接続が存在することのみが必要とされる。セルの位置
データは、インテリジェントネットワークサーバ（ＩＮサーバ）およびＷｅｂサーバによ
り、インターネットのＷｅｂページで提示される。例えば、位置データはセルの中央座標
であってもよい。追跡の精度、すなわち追跡の分解能は、セルの大きさに左右される。田
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舎、すなわち人口密度の低い地域では、セルラシステムのセルは、通常大都市圏よりも大
きい。したがって、大都市圏および大都市での分解能は、それに応じて高い。大都市圏で
は特に、増大する加入者密度のゆえに、セルの大きさがマイクロセルの方向へ縮小するこ
とが将来期待される。したがって、そのような地域では、請求している「オンライン移動
体無線追跡」の分解能は、向上し続けることになる。この追跡方法は、移動体無線ネット
ワークのためのさらに魅力あるサービスの特徴を表している。個人の使用にも適する極め
て簡単で低価格の追跡方法が可能になる。追跡精度は、多くの適用例に対して全く十分な
ものであるに違いない。
【０００５】
請求項２で特徴を記載している好ましい実施形態は、地図を背景としての位置データの図
形的な表示に基づいている。このとき、所与の期間、例えば最近２４時間に対する位置デ
ータは、移動の方向を示す矢印で表示される。
【０００６】
請求項３によれば、Ｗｅｂサーバによる位置データの表示は、インテリジェントネットワ
ークコール（ＩＮコール）により活動化および非活動化される。このことは、移動体加入
者が新しい「オンライン移動体無線追跡」サービスに加入していることを必要とする場合
があり、それは移動体加入者自身や許可を受けた人のみが、所与の一続きの数字（ＩＮコ
ール）をダイヤルすることで、活動化または非活動化を開始することができるものである
。
【０００７】
請求項４によれば、Ｗｅｂページのユーザのサークルは限られている。このようにして、
移動体加入者についての情報が、誤用されないように保護される。加入者の識別は、Ｗｅ
ｂページ上の人物データを暗号化するかまたは完全に割愛することで、より難しくするこ
とができる。
【０００８】
請求項５によれば、ユーザのサークルは、ＩＤまたはパスワードを指定することで限定さ
れる。追跡情報を検索するために、ユーザはインターネットの特定のページを呼び出す。
このページは、ＩＤまたは関連したパスワードを使用することでのみ開くことができる。
ＩＤおよびパスワードは、監視される人により選択されることが好ましい。
【０００９】
請求項６によれば、ＩＤおよびパスワードがＩＮサーバを介して指定されることは利点と
なる。ＩＤおよびパスワードは、監視される人により、すなわちその人のみが知っている
一続きの数字（ＩＮコール）をダイヤルすることでのみ変更できることが好ましい。この
ようにして、公私両方で使用する場合、それぞれのＷｅｂページにアクセスを許可される
人のサークルは、このサークルの人たちのみに新しいＩＤおよびパスワードを知らせるこ
とによって、新たに確定することができる。したがって、通運業者を辞めるスタッフの一
員は、簡単な方法で許可された人のサークルから除外することができる。
【００１０】
この方法を実行するためのＩＮサーバには請求項７の特徴がある。このとき、ＩＮサーバ
は、それぞれのセルの位置データをＷｅｂサーバに送るための中継ステーションとして活
動する。移動体加入者の端末からＷｅｂサーバへの位置データの直接転送も可能であり、
その場合、ＩＮサーバはＩＮコールの後にのみ接続を確立し、さらなるＩＮコールの後に
この接続を解除する。
【００１１】
請求項８によれば、ＩＮサーバには、さらに信号をＷｅｂサーバに供給する活動化／非活
動化手段が含まれる。この手段により移動体加入者は、追跡機構から外れ、自分の位置を
監視されることなく、自分の移動体端末を使用することができる。しかし、移動体端末が
常時追跡の道具として使用される場合は、そのような活動化および非活動化を省くことが
できる。特に、公的な目的で排他的に使用される通運業者の移動体端末の場合に、そうす
ることが可能である。したがって、監視機能は、移動体端末の電源を入れることで開始さ
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ために営業時間外に使用されないかどうかを管理することであろう。
【００１２】
さらに、請求項９によれば、ＩＮサーバを用いてＷｅｂページにアクセスを許可された人
のサークルを定義することができる。
【００１３】
請求項１０によれば、ＩＮサーバを使用する方法を実行するためのＷｅｂサーバには、位
置データを編集するためとＷｅｂページを選択するための手段が含まれる。確定した位置
データに基づいて検索されＷｅｂページ上でグラフィック表示される、ディジタル格納さ
れた道路データおよび地形データにアクセスできることが好ましい。その上に位置データ
が例えば道筋上の点の形式で重ねられる。
【００１４】
本発明は、添付図面に図示している実施形態についての以下の記載を参照することでより
明らかになることであろう。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図面の一つしかない図は、追跡システムの本質的な構成要素を示している。移動体加入者
の端末１は、無線リンク３を介してＩＮサーバ２へ接続可能である。ＩＮサーバ２はＷｅ
ｂサーバ４へ送るが、それはインターネットアプリケーションとしてＷｅｂページ５を作
成する。Ｗｅｂページ５上で、所与の地域の道路６が表示され、端末１のおおよその位置
データが、道筋上の点７の形式で表示される。このことを成し遂げるために、移動体加入
者が現在位置しているセルが求められる。道筋上の点７を示すため位置データとして働く
、これらのセルのデータは、いつでも、いずれの移動体加入者に対してのいかなる移動体
無線ネットワークにおいても、利用可能である。ＩＮサーバ２はこれらのデータを用い、
それらをＷｅｂサーバ４に転送する。このようにして、特別なユーザ設備の備え付け作業
を必要としない追跡方法が提供される。監視される人が移動体端末を有することのみが必
要とされ、一方監視末端では、インターネットアクセス回線のみが必要とされる。データ
の安全のために、Ｗｅｂページ５へのアクセスは、ＩＤおよびパスワードで保護される。
ＩＤおよびパスワードは、ＩＮサーバ２を介して移動体加入者および／または特定の許可
された人によってのみ、指定および変更を行うことができる。追跡の活動化および非活動
化のための信号も、ＩＮサーバ２を介してＷｅｂサーバ４へ転送されると利点がある。
【００１６】
本発明は、記述している実施形態に限定されるものではない。種々の修正形態を構築する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、追跡システムの本質的な構成要素を示す図である。
【符号の説明】
１　端末
２　ＩＮサーバ
３　無線リンク
４　Ｗｅｂサーバ
５　Ｗｅｂページ
６　道路
７　道筋上の点
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